
平成２６年伯耆町区長協議会１月定例会 議事 

１．平成２５年伯耆町区長協議会事業実績（案）及び収支決算（案）について      

（１） 平成２５年伯耆町区長協議会事業実績（案）について 

１） 定例会の開催 

 区分 日時・場所 内  容 備 考 

１月 

定例会 

日時 ２月１５日（金） 

10:30～11:40 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２４事業実績報告 

平成２４年収支決算報告 

平成２５年役員の選出 

開会前、伯

耆町定例表

彰式を開催 

４月 

定例会 

日時 ４月２６日（金） 

    14:00～16:10 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２５年事業計画 

平成２５年収支予算 

１２月 

定例会 

日時 １２月６日（金） 

    15：00～ 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

平成２５年事業実績（見込

み） 

平成２５年収支決算（見込

み） 

伯耆町地域自治活動交付

金の算定方法 

第一部とし

て、まちづく

り講演会を

開催 

２） 役員会の開催 

 日時・場所 内  容 

第１回 

日時 ２月１５日（金） 

    11:40～11:55 

場所 伯耆町農村環境改善セ

ンター 多目的ホール 

会長、副会長、委員の選任 

第２回 

日時 ４月１１日（木） 

    15:00～16:35 

場所 本庁舎２階 応接室 

【協議】 

平成２５年事業計画について 

平成２５年収支予算について 

環境美化活動事業の実施について 

町の事業について 

第３回 

日時 ５月３０日（木） 

    13:00～15:00 

場所 岸本保健福祉センター 

【協議】 

先進地視察研修の実施について 

防災活動事業の実施について 

地域自治活動交付金の算定方法につい

て 
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第４回 

日時 ８月２日（金） 

    14:00～16:00 

場所 本庁舎２階 応接室 

【報告】 

環境美化活動事業の実施結果について 

先進地視察研修の実施結果について 

【協議】 

防災活動事業の実施について 

地域自治活動交付金の算定方法につい

て 

第５回 

日時 １０月２１日（月） 

    14:00～15:40 

場所 本庁舎２階 応接室 

【報告】 

防災活動事業の実施結果について 

【協議】 

来年度の事業日程について 

１２月定例会の日程と内容について 

地域自治活動交付金の算定方法につい

て 

３） 環境美化活動事業 

①実施日時  平成２５年５月１２日（日） 午前７時～９時 

②各集落の実施状況 

地区名 実施集落数（前年） 参加人数（前年） 

八郷地区 
１４集落中 １１集落 

（１４集落中 １２集落） 

２７２名 

（３０２名） 

大幡地区 
１２集落中 １１集落 

（１２集落中 ９集落） 

４９１名 

（４４４名） 

幡郷地区 
１０集落中 １０集落 

（１０集落中 １０集落） 

７８７名 

（７５２名） 

二部地区 
１６集落中 １６集落 

（１６集落中 １６集落） 

２３４名 

（２７２名） 

溝口地区 
３０集落中 ２３集落 

（３０集落中 ２５集落） 

６５９名 

（６９１名） 

日光地区 
９集落中 ５集落 

（９集落中 ８集落） 

８５名 

（１７３名） 

合計 
９１集落中 ７６集落 

（９１集落中 ８０集落） 

２，５２８名 

（２，６３４名） 

※事業の趣旨にご賛同いただき、集落の都合上５月１２日以外に実施された集落

の実績も記載。 
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 ４） 防災活動事業 

  ①実施日時  平成２５年９月２９日（日） ８：００～ 

  ②各集落の実施状況 

   地区

名 
実施集落数（前年） 参加人数（前年） 

八郷地区 
１４集落中 ５集落 

（１４集落中 ６集落） 

２０９名 

（２７６名） 

大幡地区 
１２集落中 １１集落 

（１２集落中 ９集落） 

７１３名 

（６２８名） 

幡郷地区 
１０集落中 ９集落 

（１０集落中 ８集落） 

７３１名 

（６５０名） 

二部地区 
１６集落中 １１集落 

（１６集落中 ９集落） 

３６６名 

（３６７名） 

溝口地区 
３０集落中 ２３集落 

（３０集落中 ２３集落） 

９３６名 

（８６０名） 

日光地区 
９集落中 ５集落 

（９集落中 ５集落） 

１５５名 

（２０９名） 

合計 
９１集落中 ６４集落 

（９１集落中 ６０集落） 

３，１１０名 

（２，９９０名） 

 【鳥取県自主防災組織等知事表彰を受賞】 

日時  ９月８日（日）１０：３０～ 

会場  鳥取駅前バードハット  

（とっとり防災フェスタ２０１３） 
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５） 研修事業 

Ⅰ 先進地視察研修 

①実施日  平成２５年７月９日（火） ８：４０～１６：１０ 

 ②テーマ  住民主導のまちづくり 

 ③視察先  島根県出雲市平田町 木綿街道振興会 

 ④参加者  ３１名（区長１９名、荘連合区長１名、区長以外７名、 

二部地区活性化推進機構４名） 

Ⅱ まちづくり講演会 

 ①実施日  平成２５年１２月６日（金）１３：３０～１４：４５ 

 ②テーマ  身近なまちづくりの活動を知る 

 ③講 師  日野町の若手農業集団 

楽園 園長 髙田 昭徳 氏 

 ④演 題  「よそ者と地域」 

 ⑤参加者   ９４名 

６） 会員相互の親睦事業（懇親会） 

①実施日   平成２５年４月２６日（金） 

      ②場 所   ビアホフ・ガンバリウス 

      ③参加者   ３７名（区長２１名、町１６名） 
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（２）平成２５年伯耆町区長協議会収支決算（案）について 

１）収入の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘要

200,000 90,053 △ 109,947
伯耆町区長協議会活動支援事業交
付金

120,000 120,262 262 地域自治活動交付金の１％

1,000 595 △ 405 預金利息等

0 0 0

321,000 210,910 △ 110,090

２）支出の部 （単位：円）

本年度予算額 本年度決算額 比較増減 摘要

役員会費 67,200 67,200 0

役員会出席報償費
2,400円×6人×4回＝57,600円
会計監査出席報償費
2,400円×4人×1回＝9,600円

事業費 196,600 120,531 △ 76,069

環境美化活動 67,200 58,972 △ 8,228
役員巡回報償費
2,400円×3人×1回＝7,200円
ゴミ袋購入費51,772円

防災活動 2,400 6,757 4,357

知事表彰授賞式費用弁償
2,400円×1人×1回＝2,400円
役員巡回報償費
2,400円×1人×1回＝2,400円
チラシ用紙1,957円

研修 87,000 33,802 △ 53,198

①先進地視察研修
視察料500円×35人＝17,500円
道路使用料　0円
保険料68円×32人＝2,176円
おみやげ　3,150円
写真用紙代976円
②まちづくり講演会
講師謝金　10,000円

会員相互の
親睦

40,000 21,000 △ 19,000 助成金1,000円×21人＝21,000円

事務局費 33,000 23,179 △ 9,821
消耗品費10,815円
通信運搬費4,630円
封筒7,230円　ゴム印504円

予備費 24,200 0 △ 24,200

321,000 210,910 △ 110,090

収入合計 210,910
支出合計 210,910
差引 0

科目

計

科目

町交付金

会費

諸収入

前年度繰越金

計
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２．平成２６年伯耆町区長協議会役員の選出について                                

地区 集落名 氏名 備考

八郷地区

大幡地区

幡郷地区

二部地区

溝口地区

日光地区

※任期：平成２６年１月２８日～平成２６年１２月３１日

  ※会長（１名）・副会長（２名）・委員（３名）は、各地区から選出された役員の互

選により、決定します。 

   ただし、副会長の選出については、伯耆町区長協議会規約第５条第２項の規定に

より、岸本地域・溝口地域からそれぞれ１名ずつ選出することとなっています。

３．区長名簿及び区長協議会役員名簿の送付について                         

（１）目    的  集落活動に関する情報交換や、他の集落との連携した取り組みなどを推進

するため 

（２）名簿の内容 区長名簿・・・集落名、区長名 

           役員名簿・・・役職名、地区名、集落名、区長名 

（３）送 付 範 囲 伯耆町区長協議会を構成する区長 

（４）送 付 時 期 平成２６年２月２５日の区長便（予定） 

【参考】平成２６年伯耆町区長協議会の事業実施予定日について                   

（１）環境美化活動事業・・・例年６月第三日曜日 

    実施予定日  平成２６年６月１５日（日） ７：００～９：００ 

（２）防災活動事業・・・例年９月最終日曜日 

    実施予定日  平成２６年９月２８日（日） ８：００～ 
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伯耆町区長協議会規約 

（名称） 

第１条 本会は、伯耆町区長協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、伯耆町内における自治会（集落）の相互の連携と親睦を図るとともに、その共通

の問題の解決に向けた協議を行い、住民自治意識の高揚と地域社会福祉の向上に資するこ

とを目的とする。 

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 自治会相互の連絡調整及び意見交換 

（２） 住民生活の安全及び環境美化の推進 

（３） 町政への協力、要望・提案 

（４） 災害時等における相互応援 

（５） 自治会・地域の振興のための研修会 

（６） 地域活性化に関する調査・研究・協議 

（７） 社会福祉事業の推進 

（８） その他、本会の目的達成のため必要と認められる事業 

(組織) 

第４条 協議会は、自治会の区長及び複数の自治会で構成する連合区の代表者をもって組織す

る。 

(役員) 

第５条 協議会に次の役員を置く。 

（１） 会長 １名 

（２） 副会長 ２名 

（３） 委員 ３名 

２ 役員は自治会の区長の互選により、各地区（八郷・大幡・幡郷・二部・日光・溝口）から１名ず

つ選出し、会長・副会長は選出された役員の互選により決定する。ただし、副会長は岸本地域

及び溝口地域からそれぞれ１名ずつ選出する。 

３ 会長は、協議会を代表し、総括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 役員の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。 
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(会議) 

第６条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長は会長が務める。ただし、任期が満了した

場合において、新たに会長が選出されるまでは、町長が招集し、議長は区長の中から選出す

る。 

２ 会議は、毎年１月・４月・１２月に定例会を行い、会長が必要と認めたときは役員会を開催する。

また、区長の３分の１以上の者から招集の請求があるときは、会長は、臨時会を招集しなけれ

ばならない。 

３ 会長は、会議に町執行者等の出席を求め、町行政について説明または意見を聴くことができ

る。 

（会費） 

第７条 協議会に属する自治会は、会費として伯耆町地域自治活動交付金の１％を、毎年納入

しなければならない。ただし、１円未満を切り捨てとする。 

(庶務) 

第８条 協議会の庶務は、伯耆町役場内に設置する事務局において処理する。 

(その他) 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この規約は、協議会の設立総会の日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２０年１２月５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２４年４月２７日から施行する。 
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